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４ 危険性又は有害性等の調査等に関する指針 

 

危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第１号 

平成 18 年 3 月 10 日 

 

 

危険性又は有害性等の調査等に関する指針 

 

１ 趣旨等 

 生産工程の多様化・複雑化が進展するとともに、

新たな機械設備・化学物質が導入されていること

等により、労働災害の原因が多様化し、その把握

が困難になっている。 

 このような現状において、事業場の安全衛生水

準の向上を図っていくため、労働安全衛生法（昭

和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。）第 28

条の 2 第 1 項において、労働安全衛生関係法令に

規定される最低基準としての危害防止基準を遵守

するだけでなく、事業者が自主的に個々の事業場

の建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等

による、又は作業行動その他業務に起因する危険

性又は有害性等の調査（以下単に「調査」という。）

を実施し、その結果に基づいて労働者の危険又は

健康障害を防止するため必要な措置を講ずること

が事業者の努力義務として規定されたところであ

る。 

 本指針は、法第 28条の 2第 2項の規定に基づき、

当該措置が各事業場において適切かつ有効に実施

されるよう、その基本的な考え方及び実施事項に

ついて定め、事業者による自主的な安全衛生活動

への取組を促進することを目的とするものである。 

 また、本指針を踏まえ、特定の危険性又は有害

性の種類等に関する詳細な指針が別途策定される

ものとする。詳細な指針には、「化学物質等による

労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な

措置に関する指針」、機械安全に関して厚生労働省

労働基準局長の定めるものが含まれる。 

 なお、本指針は、「労働安全衛生マネジメントシ

ステムに関する指針」（平成 11 年労働省告示第 53

号）に定める危険性又は有害性等の調査及び実施

事項の特定の具体的実施事項としても位置付けら

れるものである。 

 

２ 適用 

 本指針は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、

粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因

する危険性又は有害性（以下単に「危険性又は有

害性」という。）であって、労働者の就業に係る全

てのものを対象とする。 

 

３ 実施内容 

 事業者は、調査及びその結果に基づく措置（以

下「調査等」という。）として、次に掲げる事項を

実施するものとする。 

(1) 労働者の就業に係る危険性又は有害性の特定 

(2) (1)により特定された危険性又は有害性によっ

て生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤度及

び発生する可能性の度合（以下「リスク」とい

う。）の見積り 

(3) (2)の見積りに基づくリスクを低減するための

優先度の設定及びリスクを低減するための措置

（以下「リスク低減措置」という。）内容の検討 

(4) (3)の優先度に対応したリスク低減措置の実施 

 

４ 実施体制等 

(1) 事業者は、次に掲げる体制で調査等を実施す

るものとする。 

ア 総括安全衛生管理者等、事業の実施を統括

管理する者（事業場トップ）に調査等の実施

を統括管理させること。 

イ 事業場の安全管理者、衛生管理者等に調査

等の実施を管理させること。 

ウ 安全衛生委員会等（安全衛生委員会、安全

委員会又は衛生委員会をいう。）の活用等を通

じ、労働者を参画させること。 

エ 調査等の実施に当たっては、作業内容を詳

しく把握している職長等に危険性又は有害性

の特定、リスクの見積り、リスク低減措置の

検討を行わせるように努めること。 

オ 機械設備等に係る調査等の実施に当たって

は、当該機械設備等に専門的な知識を有する

者を参画させるように努めること。 

(2) 事業者は、(1)で定める者に対し、調査等を実

施するために必要な教育を実施するものとする。 

 

５ 実施時期 

(1) 事業者は、次のアからオまでに掲げる作業等

の時期に調査等を行うものとする。 
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ア 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解

体するとき。 

イ 設備を新規に採用し、又は変更するとき。 

ウ 原材料を新規に採用し、又は変更するとき。 

エ 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又

は変更するとき。 

オ その他、次に掲げる場合等、事業場におけ

るリスクに変化が生じ、又は生ずるおそれの

あるとき。 

(ｱ) 労働災害が発生した場合であって、過去

の調査等の内容に問題がある場合 

(ｲ) 前回の調査等から一定の期間が経過し、

機械設備等の経年による劣化、労働者の入

れ替わり等に伴う労働者の安全衛生に係る

知識経験の変化、新たな安全衛生に係る知

見の集積等があった場合 

(2) 事業者は、(1)のアからエまでに掲げる作業を

開始する前に、リスク低減措置を実施すること

が必要であることに留意するものとする。 

(3) 事業者は、(1)のアからエまでに係る計画を策

定するときは、その計画を策定するときにおい

ても調査等を実施することが望ましい。 

 

６ 対象の選定 

 事業者は、次により調査等の実施対象を選定す

るものとする。 

(1) 過去に労働災害が発生した作業、危険な事象

が発生した作業等、労働者の就業に係る危険性

又は有害性による負傷又は疾病の発生が合理的

に予見可能であるものは、調査等の対象とする

こと。 

(2) (1)のうち、平坦な通路における歩行等、明ら

かに軽微な負傷又は疾病しかもたらさないと予

想されるものについては、調査等の対象から除

外して差し支えないこと。 

 

７ 情報の入手 

(1) 事業者は、調査等の実施に当たり、次に掲げ

る資料等を入手し、その情報を活用するものと

する。入手に当たっては、現場の実態を踏まえ、

定常的な作業に係る資料等のみならず、非定常

作業に係る資料等も含めるものとする。 

ア 作業標準、作業手順書等 

イ 仕様書、化学物質等安全データシート

（MSDS）等、使用する機械設備、材料等に係

る危険性又は有害性に関する情報 

ウ 機械設備等のレイアウト等、作業の周辺の

環境に関する情報 

エ 作業環境測定結果等 

オ 混在作業による危険性等、複数の事業者が

同一の場所で作業を実施する状況に関する情

報 

カ 災害事例、災害統計等 

キ その他、調査等の実施に当たり参考となる

資料等 

(2) 事業者は、情報の入手に当たり、次に掲げる

事項に留意するものとする。 

ア 新たな機械設備等を外部から導入しようと

する場合には、当該機械設備等のメーカーに

対し、当該設備等の設計・製造段階において

調査等を実施することを求め、その結果を入

手すること。 

イ 機械設備等の使用又は改造等を行おうとす

る場合に、自らが当該機械設備等の管理権原

を有しないときは、管理権原を有する者等が

実施した当該機械設備等に対する調査等の結

果を入手すること。 

ウ 複数の事業者が同一の場所で作業する場合

には、混在作業による労働災害を防止するた

めに元方事業者が実施した調査等の結果を入

手すること。 

エ 機械設備等が転倒するおそれがある場所等、

危険な場所において、複数の事業者が作業を

行う場合には、元方事業者が実施した当該危

険な場所に関する調査等の結果を入手するこ

と。 

 

８ 危険性又は有害性の特定 

(1) 事業者は、作業標準等に基づき、労働者の就

業に係る危険性又は有害性を特定するために必

要な単位で作業を洗い出した上で、各事業場に

おける機械設備、作業等に応じてあらかじめ定

めた危険性又は有害性の分類に則して、各作業

における危険性又は有害性を特定するものとす

る。 

(2) 事業者は、(1)の危険性又は有害性の特定に当

たり、労働者の疲労等の危険性又は有害性への

付加的影響を考慮するものとする。 

 

９ リスクの見積り 

(1) 事業者は、リスク低減の優先度を決定するた

め、次に掲げる方法等により、危険性又は有害

性により発生するおそれのある負傷又は疾病の

重篤度及びそれらの発生の可能性の度合をそれ

ぞれ考慮して、リスクを見積もるものとする。

ただし、化学物質等による疾病については、化
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学物質等の有害性の度合及びばく露の量をそれ

ぞれ考慮して見積もることができる。 

ア 負傷又は疾病の重篤度とそれらが発生する

可能性の度合を相対的に尺度化し、それらを

縦軸と横軸とし、あらかじめ重篤度及び可能

性の度合に応じてリスクが割り付けられた表

を使用してリスクを見積もる方法 

イ 負傷又は疾病の発生する可能性とその重篤

度を一定の尺度によりそれぞれ数値化し、そ

れらを加算又は乗算等してリスクを見積もる

方法 

ウ 負傷又は疾病の重篤度及びそれらが発生す

る可能性等を段階的に分岐していくことによ

りリスクを見積もる方法 

(2) 事業者は、(1)の見積りに当たり、次に掲げる

事項に留意するものとする。 

ア 予想される負傷又は疾病の対象者及び内容

を明確に予測すること。 

イ 過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤

度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤

な負傷又は疾病の重篤度を見積もること。 

ウ 負傷又は疾病の重篤度は、負傷や疾病等の

種類にかかわらず、共通の尺度を使うことが

望ましいことから、基本的に、負傷又は疾病

による休業日数等を尺度として使用すること。 

エ 有害性が立証されていない場合でも、一定

の根拠がある場合は、その根拠に基づき、有

害性が存在すると仮定して見積もるよう努め

ること。 

(3) 事業者は、(1)の見積りを、事業場の機械設備、

作業等の特性に応じ、次に掲げる負傷又は疾病

の類型ごとに行うものとする。 

ア はさまれ、墜落等の物理的な作用によるも

の 

イ 爆発、火災等の化学物質の物理的効果によ

るもの 

ウ 中毒等の化学物質等の有害性によるもの 

エ 振動障害等の物理因子の有害性によるもの 

 また、その際、次に掲げる事項を考慮するこ

と。 

 

 

ア 安全装置の設置、立入禁止措置その他の労

働災害防止のための機能又は方策（以下「安

全機能等」という。）の信頼性及び維持能力 

イ 安全機能等を無効化する又は無視する可能

性 

ウ 作業手順の逸脱、操作ミスその他の予見可

能な意図的・非意図的な誤使用又は危険行動

の可能性 

 

１０ リスク低減措置の検討及び実施 

(1) 事業者は、法令に定められた事項がある場合

にはそれを必ず実施するとともに、次に掲げる

優先順位でリスク低減措置内容を検討の上、実

施するものとする。 

ア 危険な作業の廃止・変更等、設計や計画の

段階から労働者の就業に係る危険性又は有害

性を除去又は低減する措置 

イ インターロック、局所排気装置等の設置等

の工学的対策 

ウ マニュアルの整備等の管理的対策 

エ 個人用保護具の使用 

(2) (1)の検討に当たっては、リスク低減に要する

負担がリスク低減による労働災害防止効果と比

較して大幅に大きく、両者に著しい不均衡が発

生する場合であって、措置を講ずることを求め

ることが著しく合理性を欠くと考えられるとき

を除き、可能な限り高い優先順位のリスク低減

措置を実施する必要があるものとする。 

(3) なお、死亡、後遺障害又は重篤な疾病をもた

らすおそれのあるリスクに対して、適切なリス

ク低減措置の実施に時間を要する場合は、暫定

的な措置を直ちに講ずるものとする。 

 

１１ 記録 

 事業者は、次に掲げる事項を記録するものとす

る。 

(1) 洗い出した作業 

(2) 特定した危険性又は有害性 

(3) 見積もったリスク 

(4) 設定したリスク低減措置の優先度 

(5) 実施したリスク低減措置の内容 
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５ 機械の包括的な安全基準に関する指針 

 

平成 19 年 7 月 31 日 基発第 0731001 号 

機械の包括的な安全基準に関する指針 

 

 

機械の包括的な安全基準に関する指針 

 

第 1 趣旨等 

1 趣旨 

 機械による労働災害の一層の防止を図るには、

機械を労働者に使用させる事業者において、その

使用させる機械に関して、労働安全衛生法（昭和

47 年法律第 57 号。以下「法」という。）第 28 条

の 2 第 1 項の規定に基づく危険性又は有害性等の

調査及びその結果に基づく労働者の危険又は健康

障害を防止するため必要な措置が適切かつ有効に

実施されるようにする必要がある。 

  また、法第 3 条第 2 項において、機械その他の

設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者は、

機械が使用されることによる労働災害の発生の防

止に資するよう努めなければならないとされてい

るところであり、機械の設計・製造段階において

も危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づ

く措置（以下「調査等」という。）が実施されるこ

と並びに機械を使用する段階において調査等を適

切に実施するため必要な情報が適切に提供される

ことが重要である。 

 このため、機械の設計・製造段階及び使用段階

において、機械の安全化を図るため、すべての機

械に適用できる包括的な安全確保の方策に関する

基準として本指針を定め、機械の製造等を行う者

が実施に努めるべき事項を第 2 に、機械を労働者

に使用させる事業者において法第28条の2の調査

等が適切かつ有効に実施されるよう、「危険性又は

有害性等の調査等に関する指針」（平成 18 年危険

性又は有害性等の調査等に関する指針公示第 1 号。

以下「調査等指針」という。）の 1 の「機械安全に

関して厚生労働省労働基準局長の定める」詳細な

指針を第 3 に示すものである。 

2 適用 

 本指針は、機械による危険性又は有害性（機械

の危険源をいい、以下単に「危険性又は有害性」

という。）を対象とし、機械の設計、製造、改造等

又は輸入（以下「製造等」という。）を行う者及び

機械を労働者に使用させる事業者の実施事項を示

す。 

3 用語の定義 

 本指針において、次の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  

(1) 機械 連結された構成品又は部品の組合せで、

そのうちの少なくとも一つは機械的な作動機構、

制御部及び動力部を備えて動くものであって、特

に材料の加工、処理、移動、梱包等の特定の用途

に合うよ うに統合されたものをいう。  

(2) 保護方策 機械のリスク（危険性又は有害性

によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤

度及び発生する可能性の度合をいう。以下同じ。）

の低減（危険性又は有害性の除去を含む。以下同

じ。）のための措置をいう。これには、本質的安全

設計方策、安全防護、付加保護方策、使用上の情

報の提供及び作業の実施体制の整備、作業手順の

整備、労働者に対する教育訓練の実施等及び保護

具の使用を含む。 

(3) 本質的安全設計方策 ガード又は保護装置

（機械に取り付けることにより、単独で、又はガ

ードと組み合わせて使用する光線式安全装置、両

手操作制御装置等のリスクの低減のための装置を

いう。）を使用しないで、機械の設計又は運転特性

を変更することによる保護方策をいう。  

(4) 安全防護 ガード又は保護装置の使用による

保護方策をいう。  

(5) 付加保護方策 労働災害に至る緊急事態から

の回避等のために行う保護方策（本質的安全設計

方策、安全防護及び使用上の情報以外のものに限

る。）をいう。  

(6) 使用上の情報 安全で、かつ正しい機械の使

用を確実にするために、製造等を行う者が、標識、

警告表示の貼付、信号装置又は警報装置の設置、

取扱説明書等の交付等により提供する指示事項等

の情報をいう。  

(7) 残留リスク 保護方策を講じた後に残るリス

クをいう。   

(8) 機械の意図する使用 使用上の情報により示

される、製造等を行う者が予定している機械の使

用をいい、設定、教示、工程の切替え、運転、そ

うじ、保守点検等を含むものであること。  

(9) 合理的に予見可能な誤使用 製造等を行う者
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が意図していない機械の使用であって、容易に予

見できる人間の挙動から行われるものをいう。 

  

第 2 機械の製造等を行う者の実施事項 

1 製造等を行う機械の調査等の実施  

 機械の製造等を行う者は、製造等を行う機械に

係る危険性又は有害性等の調査（以下単に「調査」

とい う。）及びその結果に基づく措置として、次

に掲げる事項を実施するものとする。  

 (1) 機械の制限（使用上、空間上及び時間上の限

度・範囲をいう。）に関する仕様の指定 

 (2) 機械に労働者が関わる作業等における危険

性又は有害性の同定（機械による危険性又は有害

性として例示されている事項の中から同じものを

見い出して定めることをいう。）  

 (3) (2)により同定された危険性又は有害性ごとの

リスクの見積り及び適切なリスクの低減が達成さ

れているかどうかの検討  

 (4) 保護方策の検討及び実施によるリスクの低

減 

 (1)から(4)までの実施に当たっては、同定された

すべての危険性又は有害性に対して、別図に示す

ように反復的に実施するものとする。 

2 実施時期  

 機械の製造等を行う者は、次の時期に調査等を

行うものとする。  

 ア 機械の設計、製造、改造等を行うとき   

 イ 機械を輸入し譲渡又は貸与を行うとき  

 ウ 製造等を行った機械による労働災害が発生し

たとき  

 エ 新たな安全衛生に係る知見の集積等があった

とき 

3 機械の制限に関する仕様の指定  

 機械の製造等を行う者は、次に掲げる機械の制

限に関する仕様の指定を行うものとする。  

 ア 機械の意図する使用、合理的に予見可能な誤

使用、労働者の経験、能力等の使用上の制限 

 イ 機械の動作、設置、保守点検等に必要とする

範囲等の空間上の制限 

 ウ 機械、その構成品及び部品の寿命等の時間上

の制限 

4 危険性又は有害性の同定  

 機械の製造等を行う者は、次に掲げる機械に労

働者が関わる作業等における危険性又は有害性を、

別表第１に例示されている事項を参照する等して

同定するものとする。  

 ア 機械の製造の作業（機械の輸入を行う場合を

除く。） 

 イ 機械の意図する使用が行われる作業 

 ウ 運搬、設置、試運転等の機械の使用の開始に

関する作業  

 エ 解体、廃棄等の機械の使用の停止に関する作

業  

 オ 機械に故障、異常等が発生している状況にお

ける作業  

 カ 機械の合理的に予見可能な誤使用が行われる

作業  

 キ 機械を使用する労働者以外の者（合理的に予

見可能な者に限る。）が機械の危険性又は有害性に

接近 すること 

5 リスクの見積り等  

 (1) 機械の製造等を行う者は、4 で同定されたそ

れぞれの危険性又は有害性ごとに、発生するおそ

れのある負傷又は疾病の重篤度及びそれらの発生

の可能性の度合いをそれぞれ考慮して、リスクを

見積もり、適切なリスクの低減が達成されている

かどうか検討するものとする。  

 (2) リスクの見積りに当たっては、それぞれの危

険性又は有害性により最も発生するおそれのある

負傷又は疾病の重篤度によってリスクを見積もる

ものとするが、発生の可能性が低くても予見され

る最も重篤な負傷又は疾病も配慮するよう留意す

ること。  

  

6 保護方策の検討及び実施  

 (1) 機械の製造等を行う者は、3 から 5 までの結

果に基づき、法令に定められた事項がある場合は

それを必ず実施するとともに、適切なリスクの低

減が達成されていないと判断した危険性又は有害

性について、次に掲げる優先順位により、機械に

係る保護方策を検討し実施するものとする。機械

の製造等を行う者は、3 から 5 までの結果に基づ

き、法令に定められた事項がある場合はそれを必

ず実施するとともに、適切なリスクの低減が達成

されていないと判断した危険性又は有害性につい

て、次に掲げる優先順位により、機械に係る保護

方策を検討し実施するものとする。  

 ア 別表第 2 に定める方法その他適切な方法によ

り本質的安全設計方策を行うこと。  

 イ 別表第 3 に定める方法その他適切な方法によ

る安全防護及び別表第 4 に定める方法その他適切

な方法による付加保護方策を行うこと。 

 ウ 別表第 5 に定める方法その他適切な方法によ

り、機械を譲渡又は貸与される者に対し、使用上

の情報を提供すること。  

 (2) (1)の検討に当たっては、本質的安全設計方策、
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安全防護又は付加保護方策を適切に適用すべきと

ころを使用上の情報で代替してはならないものと

する。  

 また、保護方策を行うときは、新たな危険性又

は有害性の発生及びリスクの増加が生じないよう

留意し、保護方策を行った結果これらが生じたと

きは、当該リスクの低減を行うものとする。  

  

7 記録  

 機械の製造等を行う者は、実施した機械に係る

調査等の結果について次の事項を記録し、保管す

るものとする。 

 仕様や構成品の変更等によって実際の機械の条

件又は状況と記録の内容との間に相異が生じた場

合は、速やかに記録を更新すること。   

 ア 同定した危険性又は有害性   

 イ 見積もったリスク   

 ウ 実施した保護方策及び残留リスク 

   

第 3 機械を労働者に使用させる事業者の実施事

項  

1 実施内容  

 機械を労働者に使用させる事業者は、調査等指

針の 3 の実施内容により、機械に係る調査等を実

施するものとする。 

 この場合において、調査等指針の 3(1)は、「機械

に労働者が関わる作業等における危険性又は有害

性の同定」と読み替えて実施するものとする。  

2 実施体制等  

 機械を労働者に使用させる事業者は、調査等指

針の 4 の実施体制等により機械に係る調査等を実

施するも 

のとする。 

 この場合において、調査等指針の 4(1)オは「生

産・保全部門の技術者、機械の製造等を行う者等

機械に係る専門的な知識を有する者を参画させる

こと。」と読み替えて実施するものとする。 

3 実施時期  

 機械を労働者に使用させる事業者は、調査等指

針の5の実施時期の(1)のイからオまで及び(2)によ

り機械に係る調査等を行うものとする。 

4 対象の選定  

 機械を労働者に使用させる事業者は、調査等指

針の 6 により機械に係る調査等の実施対象を選定

するものとする。 

5 情報入手  

 機械を労働者に使用させる事業者は、機械に係

る調査等の実施に当たり、調査等指針の 7 により

情報を入手し、活用するものとする。 この場合

において、調査等指針の 7(1)イは「機械の製造等

を行う者から提供される意図する使用、残留リス

ク等別表第 5 の 1 に掲げる使用上の情報」と読み

替えて実施するものとする。 

6 危険性又は有害性の同定  

 機械を労働者に使用させる事業者は、使用上の

情報を確認し、次に掲げる機械に労働者が関わる

作業等における危険性又は有害性を、別表第 1 に

例示されている事項を参照する等して同定するも

のとする。 

 ア 機械の意図する使用が行われる作業  

 イ 運搬、設置、試運転等の機械の使用の開始に

関する作業   

 ウ 解体、廃棄等の機械の使用の停止に関する作

業   

 エ 機械に故障、異常等が発生している状況にお

ける作業  

 オ 機械の合理的に予見可能な誤使用が行われる

作業   

 カ 機械を使用する労働者以外の者（合理的に予

見可能な場合に限る。）が機械の危険性又は有害性

に接 近すること   

7 リスクの見積り等 

 (1) 機械を労働者に使用させる事業者は、6 で同

定されたそれぞれの危険性又は有害性ごとに、調

査等指針の 9の(1)のアからウまでに掲げる方法等

により、リスクを見積もり、適切なリスクの低減

が達成されているかどうか及びリスクの低減の優

先度を検討するものとする。 

 (2) 機械を労働者に使用させる事業者は、(1)のリ

スクの見積りに当たり、それぞれの危険性又は有

害性により最も発生するおそれのある負傷又は疾

病の重篤度によってリスクを見積もるものとする

が、発生の可能性が低くても、予見される最も重

篤な負傷又は疾病も配慮するよう留意するものと

する。  

8 保護方策の検討及び実施 

 (1) 機械を労働者に使用させる事業者は、使用上

の情報及び 7 の結果に基づき、法令に定められた

事項がある場合はそれを必ず実施するとともに、

適切なリスクの低減が達成されていないと判断し

た危険性又は有害性について、次に掲げる優先順

位により、機械に係る保護方策を検討し実施する

ものとする。  

 ア 別表第 2 に定める方法その他適切な方法によ

る本質的安全設計方策のうち、機械への加工物の

搬入・搬出又は加工の作業の自動化等可能なもの
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を行うこと。  

 イ 別表第 3 に定める方法その他適切な方法によ

る安全防護及び別表第 4 に定める方法その他適切

な方法による付加保護方策を行うこと。    

 ウ ア及びイの保護方策を実施した後の残留リス

クを労働者に伝えるための作業手順の整備、労働

者教育の実施等を行うこと。   

 エ 必要な場合には個人用保護具を使用させるこ

と。   

 (2) (1)の検討に当たっては、調査等指針の 10 の(2)

及び(3)に留意するものとする。 また、保護方策

を行う際は、新たな危険性又は有害性の発生及び

リスクの増加が生じないよう留意し、保護方策を

行った結果これらが生じたときは、当該リスクの

低減を行うものとする。  

9 記録 

 機械を労働者に使用させる事業者は、機械に係

る調査等の結果について、調査等指針の 11 の(2)

から(4)まで並びに実施した保護方策及び残留リ

スクについて記録し、使用上の情報とともに保管

するものとする。 

10 注文時の条件 

 機械を労働者に使用させる事業者は、別表第 2

から別表第 5 までに掲げる事項に配慮した機械を

採用するものとし、必要に応じ、注文時の条件に

これら事項を含めるものとする。  

 また、使用開始後に明らかになった当該機械の

安全に関する知見等を製造等を行う者に伝達する

ものとする。 
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    ウ 機械を使用する事業者が実施すべき安全防護、付加保護方策、
労働者教育、個人用保護具の使用等の保護方策の内容 

    エ 意図する使用において取り扱われ又は放出される化学物質の
化学物質等安全データシート 

  2 使用上の情報の提供の方法は、次に定める方法その他適切な方法と
すること。 

   (1) 標識、警告表示等の貼付を、次に定めるところによるものとす
ること。 

    ア 危害が発生するおそれのある箇所の近傍の機械の内部、側面、
上部等の適切な場所に貼り付けられていること。 

    イ 機械の寿命を通じて明瞭に判読可能であること。 
    ウ 容易にはく離しないこと。 
    エ 標識又は警告表示は、次に定めるところによるものとするこ

と。 
     (ア) 危害の種類及び内容が説明されていること。 
     (イ) 禁止事項又は行うべき事項が指示されていること。 
     (ウ) 明確かつ直ちに理解できるものであること。 
     (エ) 再提供することが可能であること。 
   (2) 警報装置を、次に定めるところによるものとすること。 
    ア 聴覚信号又は視覚信号による警報が必要に応じ使用されてい

ること。 
    イ 機械の内部、側面、上部等の適切な場所に設置されているこ

と。 
    ウ 機械の起動、速度超過等重要な警告を発するために使用する

警報装置は、次に定めるところによるものとすること。 
     (ア) 危険事象を予測して、危険事象が発生する前に発せられ

ること。 
     (イ) 曖昧でないこと。 
     (ウ) 確実に感知又は認識でき、かつ、他のすべての信号と識

別できること。 
     (エ) 感覚の慣れが生じにくい警告とすること。 
     (オ) 信号を発する箇所は、点検が容易なものとすること。 
   (3) 取扱説明書等の文書の交付を、次に定めるところによるものと

すること。 
    ア 機械本体の納入時又はそれ以前の適切な時期に提供されるこ

と。 
    イ 機械が廃棄されるときまで判読が可能な耐久性のあるものと

すること。 
    ウ 可能な限り簡潔で、理解しやすい表現で記述されていること。 
    エ 再提供することが可能であること。 

 

 


